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市では、年２回越谷市の財政状況を公表しています。今回公表するのは、令和 3年度下半期（令和4年3月31日現在）の執行状況です。

一般会計

地方公共団体が実施する特定の事業に対して
国が交付する支出金です。

国庫支出金 27.1％

建設事業などを行う際に必要となる資金を、政
府や民間の金融機関から借り入れるもので、将
来その返済が必要となります。

市　　　債 7.6％

76億7,689万円

59億6,689万円

地方公共団体が実施する特定の事業に対して
県が交付する支出金です。

県支出金 5.9％

予算額

収入済額

251億1,883万円

253億2,344万円

そ　の　他 19.2％

況

状

行

執

算

予

計

会

般
一

は構成比 ※金額は調整の上、１万円単位で表示しています。

70億8,370万円

69億円

73億6,408万円

地方消費税交付金 5.3％

335億6,413万円

353億7,716万円

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株
式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、環
境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付
税、交通安全対策特別交付金、分担金・負担金、
使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰
越金、諸収入です。

480億7,614万円

市民のみなさんに納めていただいている市民
税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、事業
所税、都市計画税です。

市　　　税 34.9％

99億7,960万円

455億1,200万円

地方公共団体の財政基盤を充実させるため、
地方消費税収入のうち一定割合が交付される
ものです。

歳　入

一般会計は、越谷市の行政運営の基本的な経費を中心に計上したものです。
令和3年度の予算額は1,305億6,448万円（繰越事業を含む）であり、その執
行状況（収入・支出済額）は令和4年3月31日現在、次のとおりです。なお、歳
入・歳出とも、出納整理期間（令和4年4月1日〜5月31日）に執行されるものが
あるため、予算と執行において大きな差を示しているものがあります。

令 和 3 年 度 予 算 執 行 状 況

予算 額　　1,305億6,448万円
収入済額　　1,273億7,838万円
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市では、年２回越谷市の財政状況を公表しています。今回公表するのは、令和 3年度下半期（令和4年3月31日現在）の執行状況です。

73億3,623万円

62億7,913万円

そ　の　他 5.6％

況
状
行
執
算
予
計
会
般
一

予算額

支出済額

は構成比

104億9,630万円

86億5,822万円

10.4％

74億1,330万円

74億110万円

市債の元金、利子の償還金などです。
公　債　費 5.7％

総　務　費 12.9％

衛　生　費

庁舎管理、広報、財産管理、企画、地域振興、
交通安全対策などを含めた一般行政に要す
る経費で、電算関係委託料、市民会館管理運
営委託料、本庁舎建設事業などです。

566億1,189万円

168億5,668万円

民　生　費

149億9,469万円

子どもからお年寄り、障がいのある方などの福
祉施策に要する経費で、デイサービスやホーム
ヘルプサービスをはじめとする各種在宅サービ
ス事業、子ども・子育て支援給付費、生活保護扶
助費、子育て世帯等臨時特別給付金などです。

48.7％ 635億8,093万円

113億127万円

94億3,342万円

8.0％土　木　費
道路改良・維持、河川改修、街路や公園などの
都市基盤の整備に要する経費で、道路の新設
改良、街路の整備、土地区画整理会計繰出
金、公共下水道事業会計負担金などです。

議会費、労働費、農林水産業費、商工費、消防
費、災害復旧費、諸支出金、予備費です。

保健衛生、環境衛生、公害対策、ごみ・し尿処
理などに要する経費で、斎場運営事業、各検
診事業、予防接種事業、保健所事業、東埼玉
資源環境組合負担金、病院事業会計負担金
などです。

135億7,977万円

100億9,634万円

8.7％教　育　費
義務教育施設、図書館、保健体育、学校給食
などに要する経費で、小・中学校の校舎等の
維持管理経費、就学援助費などです。

歳　出

令 和 3 年 度 予 算 執 行 状 況
予算 額　　1,305億6,448万円
支出済額　　1,134億7,479万円



3

歳出予算の
性質別割合

歳出予算をその経済的性質を基準として分類するもので、地方公共団体の財政
の体質分析の指標となり、この分類の結果から財政運営の指針を見いだすこと
ができます。令和3年度予算を性質別に分類すると次のとおりです。

歳出予算額
1,305億6,448万円

人件費
210億5,127万円

（16.1％）

その他
80億6,909万円

（6.3％）

扶助費
340億9,365万円

（26.1％）

物件費
218億3,966万円

（16.7％）

補助費等
210億7,714万円

（16.1％）

繰出金
82億5,524万円

（6.3％）

公債費
74億1,330万円

（5.7％）

普通建設事業費
87億6,513万円
      （6.7％）

 人件費（職員の給与など）

 扶助費（各種福祉サービスを提供する経費など）

 公債費（市債の元利償還金など）

 物件費（委託料や備品購入費など）

 補助費等（負担金や補助金など）

 繰出金（特別会計への繰出金）

 普通建設事業費（学校や道路、公園などを建設
する経費）

 その他（維持補修費や貸付金など）

市民1人
当たりの予算額

令和3年度の歳出予算額と市税予算額を市民１人当たりに換算すると、
それぞれ次のとおりです。

市民1人当たりの歳出予算額　　378,806円
民 生 費

184,467円

総 務 費

48,906円

衛 生 費

39,399円

教 育 費

32,788円

土 木 費

30,453円

公 債 費

21,508円

そ の 他

21,285円

市民1人当たりの市税負担額　　132,044円
市 民 税

64,328円

固定資産税

52,014円

軽自動車税

1,082円

市たばこ税

6,006円

事業所税

1,918円

都市計画税

6,696円

【令和3年度の市税予算額　455億1,200万円】

（令和4年3月31日現在の人口　344,674人）

●市　民　税 221億7,200万円 ●市たばこ税 20億7,000万円
●固定資産税 179億2,800万円 ●事 業 所 税 6億6,100万円
●軽自動車税 3億7,300万円 ●都市計画税 23億800万円
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特別会計
特定の事業を行う場合に、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入
歳出と区分して経理する必要がある場合、一般会計とは別に特別会計を設けて
います。越谷市には、国民健康保険会計をはじめ8会計あり、それぞれの執行
状況は令和4年3月31日現在、次のとおりです。

会計別執行状況
会 計 名 事 業 内 容 予 算 額 収 入 済 額 支 出 済 額

国 民 健 康 保 険 被保険者の疾病、負傷、出産、
葬祭に関する保険給付事業 320億2,833万円 307億5,790万円 306億907万円

後 期 高 齢 者 医 療

７５歳以上又は６５歳以上で一
定の障がいの認定を受けた方へ
の医療給付事業（各市町村で徴
収した保険料を埼玉県後期高齢
者医療広域連合に納付し、広域
連合で医療給付を行います。）

42億1,333万円 39億7,070万円 39億555万円

介 護 保 険

原則６５歳以上の方への必要な
居宅介護・施設介護サービスな
どの保険給付事業及び自立した
日常生活の継続を支援していく
ための地域支援事業

235億3,849万円 236億4,941万円 209億981万円

母子父子寡婦福祉
資 金 貸 付 金

ひとり親家庭の経済的な自立を
助け、生活意欲を高めるととも
に、その扶養している子の福祉
を増進するために資金を貸付す
る事業

1億1,815万円 1億2,102万円 1億345万円

東 越 谷
土地区画整理事業

宅地造成を目的とする事業で、
道路、下水道、公園等の公共施
設を整備して良好な住環境をも
つ市街地を形成する事業

1億6,455万円 1億7,137万円 4,614万円

七 左 第 一
土地区画整理事業 2億1,260万円 2億1,193万円 7,999万円

西 大 袋
土地区画整理事業 19億9,605万円 14億8,004万円 13億381万円

公共用地先行取得事業
将来、公共用もしくは公用に供
する用地又はその代替地として
利用する計画に基づいて用地を
取得する事業

4億9,336万円 3億5,311万円 4億5,317万円
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別
先
入
借

別
的
目

759億7,834万円

財務省
409億8,935万円

地方公共団体金融機構
240億2,104万円

市中銀行
61億1,798万円

㈱かんぽ生命保険
10億4,275万円国土交通省

3,831万円その他
37億6,891万円

総務債
76億2,710万円
教育債
55億5,374万円

土木債
81億4,363万円

民生債
30億9,503万円 その他

37億4,640万円

減税補てん債※1
減収補てん債※2
特別減収対策債※2
臨時財政対策債※3
478億1,244万円

市中銀行
13億2,610万円

㈱かんぽ生命保険
5,637万円

公共用地
11億1,850万円

福祉資金
6,383万円

目
的
別

借
入
先
別

65億141万円

財務省
43億6,124万円

地方公共団体金融機構
6億9,387万円厚生労働省

6,383万円

土地区画整理
53億1,908万円

市債現在高の
　　　　状況

市債は、学校や道路、公園などを整備するために必要な資金を調達する際に発
行するもので、後年度においてその返済義務が発生します。越谷市における未
償還元金は令和4年3月31日現在、次のとおりです。
市債の発行にあたっては、地方交付税により財政的に措置されるものを優先
的に借り入れるよう努めています。なお、出納整理期間中にも借入れを行うた
め、令和3年度末現在高ではありません。

一般会計

※1　地方税を減税したことで生じた歳入の不足を補うための地方債
※2　新型コロナウイルス感染症の影響などによる減収を補うための地方債
※3　国の財源不足等により減少となった地方交付税交付金を補うための地方債

特別会計
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一時借入金の
　　　　状況

一時借入金は、支払いに対して手持ちの現金が不足した場合に、これを補うため
に短期間借り入れるもので、当該年度の出納閉鎖日である5月31日までに返済
しなければなりません。令和3年度下半期においては、借入れ及び現在高と
もにありません。

財産の状況 越谷市の財産には、土地、建物などの公有財産と特定の目的のために設置され
た基金があり、その内容は次のとおりです。

公有財産 行政財産…庁舎や学校、保育所などの建物や敷地など
普通財産…行政財産のように直接行政目的のために供されるものではなく、その経済的

な運営によって間接的に行政の執行に寄与することを主な目的とするもの

（令和4年3月31日現在）

区 分 土 地 面 積 建 物 面 積

行

政

財

産

本 庁 舎 17,380㎡ 33,182㎡

その他の行政機関
消 防 施 設 31,515㎡ 11,313㎡
そ の 他 の 施 設
（学校給食センター等） 149,020㎡ 46,775㎡

公 共 用 財 産

学 校 984,513㎡ 323,266㎡
公 営 住 宅 21,724㎡ 11,890㎡
公 園 1,324,932㎡ 11,389㎡
そ の 他 の 施 設
（ 地 区 セ ン タ ー 等 ） 330,981㎡ 179,881㎡

小 計 2,860,065㎡ 617,696㎡
普 通 財 産 222,591㎡ 48,550㎡
合 計 3,082,656㎡ 666,246㎡

基金 基金は、特定の目的のために積立又は運用するために設けられたものです。各基金の令和
4年3月31日現在額や設置内容は次のとおりです。

財政調整基金

86億5,583万円
災害復旧等の不時の支出
増や経済事情の変動等の
予期しない収入減などに
備えるための基金

土地開発基金

25億円
公用又は公共用に必要な
土地をあらかじめ取得
し、事業の円滑な執行を
図るための基金

公共施設等整備基金

22億7,900万円
公共施設等の整備のため
の基金

越谷しらこばと基金

9億6,102万円
快適で活力ある魅力的な
ふるさとづくりに活用す
るための基金

高速鉄道等整備基金

9,735万円
新たな高速鉄道や鉄道関
連施設の整備を推進する
ための基金

介護保険給付費
準備基金

20億7,647万円
介護保険事業に要する費
用の不足額に充てるため
の基金

国民健康保険出産
費資金等貸付基金

1,005万円
高額療養費及び出産に要
する費用を貸し付けるた
めの基金

森林環境譲与税基金

6,665万円
森林の整備及びその促進
に関する施策を実施する
ための基金
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会 　 計 　 名 歳入 歳出 形式収支 実質収支 他会計等か
らの繰入金

地方債
現在高 備　考

1 一般会計 160,818 154,187 6,631 6,501 7,090 75,996

2 公共用地先行取得事業費特別会計 259 259 0 ー 70 1,284

3 都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計 1,899 1,719 180 176 780 5,587

4 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 151 108 43 ー ー 128 実質赤字額

計 一般会計等（純計） 162,084 155,230 6,854 6,677 82,996 ー

会 　 計 　 名 総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

資金剰余額
／不足額

（実質収支）
他会計等か
らの繰入金

企業債
（地方債）
現在高

左のうち
一般会計等
繰入見込額

資金不足比率 備　考

1 国民健康保険特別会計 30,740 29,924 816 816 2,068 ー ー ー

2 後期高齢者医療特別会計 4,030 3,990 40 40 707 　ー ー ー

3 介護保険特別会計 22,282 20,826 1,456 1,456 4,308 ー ー ー

4 病院事業会計 11,870 11,556 314 956 1,345 1,864 1,292 ー 法適用企業

5 公共下水道事業会計 6,382 5,996 386 580 2,080 27,437 15,090 ー 法適用企業

6 都市計画事業東越谷土地
区画整理事業費特別会計 166 56 110 110 46 92 73 ー 法非適(宅造)

7 都市計画事業七左第一
土地区画整理事業費特別会計 224 86 138 138 77 249 248 ー 法非適(宅造)

連結実質
赤字額

計 公営企業会計等 4,096 29,642 16,703 ー

　この表は、総務省からの通知に基づき、令和2年度における各地方公共団体の一般会計や公
営企業会計などの財政状況、関係する一部事務組合などの財政状況、第３セクターなどの経営
状況等について、全国統一の様式により公表しているものです。

※一般会計等（純計）は、各会計の相互間の繰入・繰出等の重複を控除したものであり、各会計の合計と一致しない場合がある。

各会計、関係団体の財政状況及び健全化判断比率（市町村）

一般会計等の財政状況（単位：百万円） 令和2年度

公営企業会計等の財政状況（単位：百万円）
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地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況（単位：百万円）

関係する一部事務組合等の財政状況（単位：百万円）

一部事務組合等名 総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

資金剰余額
／不足額

（実質収支）
他会計等か
らの繰入金

企業債
（地方債）
現在高

左のうち
一般会計等
負担見込額

備　考

1 東埼玉資源環境組合 6,108 5,908 200 200 212 10,544 2,310 東埼玉資源環境組合会計

2 越谷・松伏水道企業団 7,589 6,432 1,157 8,602 46 10,672 11 越谷・松伏水道企業団水道事業会計

3 埼玉県都市競艇組合 36,915 36,914 1,001 1,001 ー ー ー モーターボート競走事業会計

4 埼玉県後期高齢者医療広域連合 1,662 1,628 35 35 ー ー ー 一般会計

5 埼玉県後期高齢者医療広域連合 778,014 737,977 40,037 40,037 7,130 ー ー 特別会計

6 埼玉県市町村総合事務組合 23,332 22,338 994 994 28 ー ー 一般会計

7 埼玉県市町村総合事務組合 284 122 162 162 ー ー ー 交通災害特別会計

8 彩の国さいたま人づくり広域連合 36,915 35,914 1,001 1,001 ー ー ー

計 一部事務組合等 52,032 21,216 2,321

地方公社・第三セクター等名 経常損益 純資産又は
正味財産

当該団体か
らの出資金

当該団体か
らの補助金

当該団体か
らの貸付金

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

一般会計等
負担見込額 備　　考

1 越谷市施設管理公社 ▲14 273 ー ー ー ー ー ー

2 ○ 越谷市土地開発公社 ▲31 403 5 7 ー 5,636 ー 5,580

3 埼玉県東部流通センター 8 195 159 ー ー ー ー ー

4 パルテきたこし 35 346 10 ー 96 ー ー ー

計 地方公社・第三セクター等 　 　 174 7 96 5,636 ー 5,580

※地方公共団体が①25％以上出資している法人又は②財政支援を行っている法人を記載している。
※地方公共団体財政健全化法に基づき将来負担比率の算定対象となっている法人については、○印を付与している。
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